
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　地域協働局区役所課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　内線2476　　）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契 約の 理由

　本件は、出張所に設置しているキオスク端末において、令和６年７月３日より流通が開始した新紙幣に対応できるよう
改修するものである。
　当該キオスク端末については、機器に関する保守業務を当該事業者と締結している。
　この度の新紙幣対応のために購入するユニットについては、単純な取付のみで目的を達成するものではなく、取り付
け後に機器内部のシステムを更新する必要があり、保守事業者の履行が合理的である。かつ、そのシステムについて
は、一般に公開されているものではなく、当該事業者でしか履行できないため、地方自治法施行令１６７条の２第１項第
２号に該当し随意契約を行う。

出張所設置行政キオスク端末新紙幣対応改修業務

シャープマーケティングジャパン株式会社


